
対 象 者

●紙おむつ、紙パンツ  ●布おむつ、おむつカバー  ●おねしょパッド、おむつライナー
●哺乳瓶、替えニップル ●粉ミルク、液体ミルク、ベビーフード ●おしりふき
●美深町指定ごみ袋（紙おむつの排出に使用するものに限る）

対象とな る育児用品

●町が指定する取扱店舗でのみ利用可
●助成券は1枚500円でおつりは出ません。
●有効期限内にご利用ください。

助 成 券 の 利 用

①出生時（新生児訪問時お渡しします）
②１歳の誕生月(乳幼児健診時にお渡しします)
③各年度の４月(３月中旬に郵送で送付します)

申 請 書

●セブンイレブン西1条店、DCMニコット美深店⇒店舗内取り扱いの商品のみ
●馬場商店、二宮美深堂、大丸佐藤商店⇒店舗窓口カタログにて注文

指 定 取 扱 店

指定取扱店 こども家庭
センター

子育て世帯

⑤請求
⑥支払

2歳未満の乳幼児一人につき、紙おむつ等の購入費

月額3,000円分を助成します！

すくすく
令和８年度から

子育て紙おむつ等購入助成事業のお知らせ

これが
目印！

問合せ先
こども家庭センター

TEL2-1685

２歳未満の保護者

注意
美深町から転出された場合、助成券は使用

できません。未使用の助成券はこども家庭セン
ターへご返却をお願いします。
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